
○岡田議長 次に、土光議員。

〔土光議員質問席へ〕

○土 光議 員 土 光均 で す。国 頭議 員の 代表質 問の 関連質 問を して

いきます。

ま ず最 初に、 中国 電 力から の財 源措 置につ いて に関し て、 関連

の質問をしていきます。

市 長の 答弁で は、 県 を経由 して 得ら れる 4,０ ０ ０ 万 円 、 こ れ は、

こ う 言 っ た と 思 い ま す 。本年 度実 施し た原子 力防 災対策 に資 する

事業 とい うふう な答 弁 があり まし た。 まずお 聞き したい のは 、こ

の 4,０ ０ ０ 万 円 、 こ れ は 県 か ら 交 付 さ れ るこ とは 確定し てい ます

が、もう現時点で県から交付をされているんでしょうか。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松本防災安全監 現時点では、まだ交付をされておりません。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 そ うす る と、交 付自 身は 決定し てい ますが 、ま だ交

付は され ていな いも の を、本 年度 、こ れ２０ ２６ 年のこ とで すよ

ね。 本年 度実施 した 、 過去形 です よね 。これ から 交付さ れる もの

を既 に実 施した 原子 力 防災対 策に 資す る事業 に充 当する 。こ れの

私は 意味 がよく 分か ら ないの です が、 具体的 にこ れどう いう 処理

がなされるのか説明してください。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 中 国電力 から 鳥取 県を経 由し て本市 に入 りま

す 4,０ ０ ０ 万 円 に つ き ま し て は 、 本 年 度 の事 業に 充当す ると いう

こと で鳥 取県の ほう か ら聞い てお りま す。そ のた め、原 子力 災害

対策 に資 する事 業に 充 当する とい うこ とで鳥 取県 と協議 をし てお



りまして、現在その手続を進めておるところでございます。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 今 、本 年 度末で すが 、本 年度既 に実 施をし た事 業に

充当 する 、そう いう 意 味です か。 そう だった ら、 じゃあ 具体 的に

どういった事業に幾ら充当するのですか。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 こ の事業 につ きま しては 、交 付申請 自体 を現

在、 手続 を行っ てい る ところ でご ざい ます。 最終 的には 、交 付決

定を この 後受け る流 れ になり まし て、 その後 、実 際に資 金の ほう

の交 付の ほうが ある 流 れには なり ます 。事業 とし まして は、 今年

度実 施し ました 、一 般 的には 例え ば道 路であ ると か避難 経路 に係

る修 繕で すね、 そう い ったも ので ある とか、 具体 的には 今、 県と

調整 中で ござい ます け れども 、そ のよ うな内 容で 県と調 整を して

おります。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 そ の既 に 実施し た事 業、 これ事 業す るとき に財 源を

示さ れて 事業を され て いると 思う んで すが、 それ を別の とい うか、

その とき 少なく とも そ の予算 のと きに 示され た財 源以外 から 充当

する とい う、私 はこ の 辺のか らく りが よく分 から ないの です が、

ちょ っと これは 改め て 聞く機 会が ある と思い ます ので、 その こと

だけを言っておきます。

そ れか ら、こ の財 源 協定に 関し て、 こうい った 文言が あり ます。

中国 電力 は鳥取 県に 財 源協力 をす る。 この財 源は どうい う趣 旨か

とい うと 、原子 力防 災 対策を 実施 する ための 経費 として 中国 電力

は鳥 取県 に提供 する 。 米子市 はそ うい った趣 旨の お金を 県経 由で



交付 を受 ける。 この 中 国電力 から の費 用、財 源の 協力と いう のは、

あく まで も協定 にあ る ように 原子 力防 災対策 を実 施する ため の経

費、そういった認識は米子市もありますか。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 原 子力対 策を 実施 するた めの 事業に 充て ると

いうことで考えております。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 そ うい っ た認識 とい うこ とで、 実際 に中国 電力 から

の資 金、 これは 具体 的 にどう いっ た事 業に充 当さ れるの かと いう

のはこれからも注視していきたいと思います。

それから、次、プルサーマル発電に関してお聞きします。

ま ず、 壇上の 質問 で 、平井 鳥取 県知 事が鳥 取県 側は中 国電 力か

らこ れま で安全 協定 に 基づく 説明 は一 切受け てい ない。 中国 電力

は安 全協 定に基 づく 説 明をす べき であ る。こ れは 市も同 様な 認識

だと いう ふうな 答弁 が ありま した 。ま ず前提 でお 聞きし ます が、

中国 電力 は立地 自治 体 である 松江 市、 プルサ ーマ ル発電 を実 施す

ると いう ことに 関し て 、安全 協定 に基 づいて 、事 前了解 願を 出し

てい ます 。この 事実 は 当然御 存じ でし ょうね 。こ れは確 認の 質問

ですが、まずそこを確認します。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松本防災安全監 承知しております。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 こ れは 、 安全協 定の 何条 に基づ いて 中国電 力は 松江

市に事前了解願を出したものですか。

○岡田議長 松本防災安全監。



○松 本防 災安全 監 こ れは、 島根 県側 と中国 電力 が結ん でお りま

す安全協定の第６条であったと記憶しております。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 そ うで す ね、第 ６条 に基 づいて 。こ の第６ 条と いう

のは 、こ れ立地 です か ら、安 全協 定の 文言上 も、 何か新 たな こと

する 場合 、それ は定 義 されて いま すが 、事前 了解 願を出 すも のと

する とい う第６ 条が あ ります ね。 それ に基づ いて 、中国 電力 は松

江市 に事 前了解 願を 出 してい ます 。そ れから 、じ ゃあ市 のほ うは、

市と 中国 電力も 今、 安 全協定 を結 んで 、これ やは り第６ 条、 文言

は違 いま すが第 ６条 に 、安全 協定 上で は報告 をす る、こ れ事 実上、

事前 の報 告をす る、 そ ういっ た文 言が 第６条 にあ ります 。そ の安

全協 定を 締結す ると き に、一 度改 定さ れまし たが 、中国 電力 は、

これ も壇 上で言 いま し たが、 安全 協定 の運用 に関 しては 同様 な対

応を する という 中国 電 力から の文 書を 得てい ます よね。 これ は、

これ 回答 という 文書 な んです が、 もと もと米 子市 は中国 電力 にど

うい う質 問とい うか 、 どうい う要 請を 出して 得ら れた回 答で すか。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 正 式な文 書の やり 取りに つき まして 今ち ょっ

と手 元に はない ので す が、安 全協 定を 改定す るに 当たり まし て、

鳥取 県、 米子市 、境 港 市含め まし て協 議を続 けて おりま した 。そ

の中 で、 議員の 皆様 に も当時 説明 をし ており ます けれど も、 立地

と周 辺市 の関係 、そ れ こそ同 様な のか 、差が ある のかっ てい うと

ころ も議 論にな って お りまし た。 その ような 中で 、同様 な扱 いを

して いた だきた いと い う要望 をず っと 出して おり ました ので 、そ

れに 対す る回答 とい う ことで この 文書 が来て いる と理解 をし てお



ります。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 同 様な 対 応を行 って いく という 中国 電力か らの 回答

も、 これ は今日 の私 の 質問資 料の １枚 目にそ の資 料を載 せて いま

す。 これ は、形 上、 中 国電力 は平 成２ ４年１ １月 １日、 そう いっ

た米 子市 を含め た申 入 れに対 して 回答 という 形で 、安全 協定 の運

用に おき まして は立 地 自治体 と貴 市と 同様の 対応 、この 同様 とい

うふ うな のあり ます 。 もとも と平 成２ ４年１ １月 １日、 これ 何を

要請 した かとい うと 、 市は中 国電 力に 対して 、立 地自治 体並 みの

安全 協定 を結ん でほ し い、そ うい った 要請に 対し てこう いう 回答

が来 てま す。だ から 、 一応こ れは 実際 安全協 定を 改定す ると きも

言わ れま したが 、安 全 協定の 文言 上は 事前の 報告 、意見 を述 べる

こと がで きる、 誠実 対 応する とい うこ とだけ ど、 事実上 は事 前了

解願 と同 じ、こ の同 様 の対応 を行 って おると いう 文書と 併せ て、

事実 上の 事前了 解権 、 事前了 解を 得ら れ、事 前了 解とい うの を中

国電 力は 市に対 して す るもの だと いう ふうに 解釈 できる し、 当時

そう いっ た説明 があ っ たと思 いま す。 そうす ると 、改め て聞 きま

すが 、プ ルサー マル 発 電に関 して 、中 国電力 は松 江市に 第６ 条に

基づ いて 事前了 解願 を 出して いる 。市 は当然 中国 電力に 立地 と同

様な 対応 を求め てい る 。中国 電力 はそ ういう 対応 をする とい うふ

うに 文書 を出し てい る 。とい うこ とは 、壇上 の質 問のや り取 りで

は、 安全 協定に 基づ い て説明 する とい うこと です が、こ れは 当然

第６ 条に 基づい た説 明 という ふう にな ると思 うん ですが 、い かが

ですか。

○岡田議長 松本防災安全監。



○松 本防 災安全 監 立 地市、 県に おき まして 、ど のよう な経 緯で

第６ 条の 該当に なっ た かは承 知は して おりま せん けれど も、 少な

くと も本 市、県 、境 港 市と結 んで おり ます協 定に おきま して は、

どの 条文 で報告 をい た だくか とい うこ とは今 調整 をして いる とこ

ろでございます。

（「質問に答えていない。」と土光議員）

○岡 田議 長 い や、 答 えてま すよ 。境 港市と 共同 で今検 討し てま

すってことですね。

土光議員、質問を続けてください。

土光議員。

○土 光議 員 私 は、 立 地で中 国電 力は 第６条 に基 づいて 事前 了解

願、 つま り手続 をし て いる、 プル サー マル発 電の 実施に 関し て。

だか ら、 当然、 同様 な 対応、 同様 にす るんだ から 、米子 市に 対し

ても プル サーマ ル発 電 に関し て第 ６条 に基づ いて 手続を する 。当

然そ の一 環とし て説 明 もする 。第 ６条 という のは 、これ が同 様の

対応 。そ れ以外 は私 は ないと 思う ので すが、 同様 な対応 をそ うい

った 意味 で求め 、第 ６ 条に基 づい てと いうふ うに 明言を され ませ

んか。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 第 ６条で 対応 する ことだ けが 同様で ある とは

考え てお りませ んで 、 実際に プル サー マルの 話と いうの は、 具体

的に はま だ中国 電力 、 島根原 子力 発電 所につ いて はいた だい ては

おり ませ ん。い ただ い た後ど のよ うな 対応を する か、こ れが 第６

条だ けで はなく て、 そ れぞれ の連 絡、 報告と いう のは条 文う たっ

てあ りま す。そ の中 で 、例え ば内 容に ついて 意見 が言え る条 文も



あり ます し、そ れに 対 して真 摯に 対応 するよ と記 述をし てい る条

文も あり ます。 どの よ うな条 文で 対応 して真 摯に 対応い ただ ける

かと いう ところ を議 論 をして いく 中で 、最終 的に 何条適 用か とい

うことは、協議の結果で決まってくるものと考えております。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 こ れ市 長 から答 弁い ただ きたい ので すが、 今の 防災

安全 監の 答弁は 、委 員 会でも そう いっ たやり 取り をしま した 。私

が言 って るのは 、中 国 電力は 立地 自治 体に第 ６条 に基づ いて 手続

をし てい る。つ まり 事 前了解 願を 出し ている 。米 子市は 中国 電力

に立 地自 治体と 同様 な 対応を する こと を求め て、 中国電 力は それ

を文 書で 約束を して い る。だ から 当然 、米子 市に おいて も、 これ

たま たま 同じ内 容、 第 ６条、 ほぼ 、全 く同じ 内容 ではあ りま せん

が、 それ に対応 する 第 ６条で す。 第６ 条に基 づい てプル サー マル

発電 の実 施、こ れを 手 続を進 める こと を当然 中国 電力は すべ きだ

し、 米子 市はそ れを 求 めるべ きで はな いかと 思い ますが 、市 長の

お考えをお聞きします。市長にお伺いします。

○岡田議長 伊木市長。

○伊 木市 長 現 時点 で まだ中 国電 力側 から具 体的 な話を いた だい

てお りま せんの で、 こ れその 時点 で我 々から 求め るとい うこ とは

ござ いま せん。 中国 電 力側か らお 話が あれば 、そ の時点 で鳥 取県、

それ から 境港市 と相 談 をしな がら この 考え方 をま とめて いき たい

と考えております。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 い や、 中 国電力 は具 体的 に動き をし て、そ れに 関し

て平 井知 事は、 中国 電 力は安 全協 定に 基づい て説 明すべ きだ 、市



長も 同じ 見解だ 。や る んだっ たら やっ てくだ さい と求め る。 やる

んだ った ら、安 全協 定 に基づ いて 説明 すべき とい うふう に米 子市

は言 って るんで すよ 。 市長、 同じ 見解 なんだ から 。その 安全 協定

に基 づい ている のは 、 当然立 地自 治体 と同様 の対 応だか ら、 第６

条に 基づ いて説 明す べ き、手 続を すべ きとい うこ とにな ると 思う

んで すが 、そう いう ふ うには 求め ない の。や るん だった らで すよ、

やっ てく ださい では な いです よ。 やる んだっ たら 、平井 知事 の言

葉を 借り れば、 ノッ ク をちゃ んと して くださ い。 安全協 定に 基づ

いて とい う意味 です よ 。やる んだ った ら、第 ６条 に基づ いて 説明

すべ き、 手続を 進め る べきと いう のを 明確に 意思 を示す べき だと

思いますが、いかがですか。

○岡田議長 伊木市長。

○伊 木市 長 そ の御 質 問につ いて は、 もう代 表質 問の答 弁で 回答

して いる とおり でご ざ いまし て、 安全 協定に 基づ いて中 国電 力は

……。

（土光議員の発言あり）

○岡田議長 静かしてください。答弁中です。

○伊 木市 長 説 明す べ きと考 えて おり まして 、こ れは鳥 取県 知事

と同様の見解でございますと既に答弁したとおりでございます。

○岡田議長 挙手してください。

（「議事進行。」と土光議員）

○岡 田議 長 待 って く ださい 。議 事進 行。手 を挙 げて言 って くだ

さい、議事進行ということを。

どうぞ。

○土 光議 員 私 は、 第 ６条に 基づ いて やるん だっ たら手 続を すべ



き、 そう いった こと を きちっ と意 思表 明すべ きで はない です かと

言ってるんです。第６条のことを聞いてるんです。

○岡田議長 答弁できますか。

伊澤副市長。

○伊 澤副 市長 繰り 返 しの答 弁に なっ て大変 恐縮 ですが 、今 、防

災安 全監 あるい は市 長 のほう から お答 えして いる のは、 安全 協定

に基 づい て協議 は行 わ れるだ ろう とい うふう に思 います けど も、

どの 条文 をその 根拠 に するか とい うこ とをこ ちら 側から 決め て求

めて いく という もの で はない とい うこ とを繰 り返 し申し 上げ てい

るわ けで ありま す。 そ れは中 国電 力の ほうで 適切 に判断 され てお

決め にな ること であ っ て、今 の段 階か ら私ど もの ほうで 何条 で協

議し てこ いとい うこ と を決め ると いう ことで はな いとい うこ とを

繰り 返し 御答弁 申し 上 げてい ると ころ であり ます 。以上 であ りま

す。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 私 が言 っ ている のは 、同 様な対 応を 求めて いる んだ

から 、実 際中国 電力 は 第６条 に基 づい て立地 自治 体に関 して は手

続を 進め た。だ から 、 米子市 に関 して も、手 続を する、 何か する

んだ った ら第６ 条に 基 づいて ちゃ んと してく ださ いよと いう ふう

に言 うべ きだと 思う ん ですが 、も し中 国電力 がそ の辺を 曖昧 にす

るの でし たら。 実際 曖 昧に実 はし てる ので、 米子 市とし て、 する

んだ った らちゃ んと 立 地と同 様、 つま り第６ 条に 基づい てと いう

ふうな見解を示すべきではないですか、それを聞いてるんです。

○岡田議長 伊澤副市長。

○伊 澤副 市長 繰り 返 しの答 弁に なり ますが 、ま だ中国 電力 のほ



うか ら具 体的に 安全 協 定に基 づく 協議 という のが 我々も して いた

だい てる という 認識 は ござい ませ ん。 その時 点で 土光議 員が おっ

しゃ るよ うなこ とに つ いて判 断す べき 状況が 来れ ば判断 する とい

うこ とに なりま しょ う が、あ らか じめ 私ども のほ うで判 断す ると

いう 事項 ではな いと い うふう に考 えて おりま す。 以上で あり ます。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 そ の安 全 協定の 改定 で非 常に文 言上 曖昧、 それ から

別文 書で 同様の 対応 、 そうい った 曖昧 さを残 した まま改 定す るの

で、 こう いった 曖昧 さ が今で も残 って いると いう ふうに 私は 感じ

ます 。実 際、こ れか ら の運用 に当 たっ て、適 切な 時期に きち んと

第６ 条に 基づい てこ れ は手続 をす べき 。第６ 条に 基づく とい うの

は、 中国 電力か ら報 告 があっ て、 意見 を言う こと ができ る、 誠実

に対 応す る、そ の手 続 をちゃ んと 踏む べきだ とい う意味 にな りま

す。

で は 、 次 に 行 き ま す 。 そ れ か ら 、 プ ル サ ー マ ル 発 電 に 関 し て

様々 な、 どのよ うな も のであ るか とか 必要性 、米 子市の デメ リッ

ト、 いろ いろ聞 きま し たが、 基本 的に 答弁は 、ま だはっ きり しな

いの だか ら言え ない と いうの が、 そう いった 答弁 だった と思 いま

す。 私は 、いず れこ の プルサ ーマ ル発 電に関 して 様々議 論を して、

多分 最終 的に私 は第 ６ 条に基 づい てだ と思う んで 、意見 を述 べる。

つま り、 中国電 力は ２ 号機で プル サー マル発 電を するこ とに 関し

て認 める か認め ない か 、そう いっ た最 終的な 判断 を迫ら れる こと

にな ると 思いま す。 そ の議論 にお いて 、少な くと もプル サー マル

発電 に関 して、 基本 的 な事実 、こ れは 共有す る必 要があ ると 思い

ます。



様 々あ ります が、 １ つだけ 、時 間が あれば ２つ したい んで すが、

まず １つ だけ。 私は プ ルサー マル 発電 の最大 の問 題だと 思っ てる

んで すが 、これ はち ゃ んと事 実と して 共有を した いとい う意 味で

質問 をし ます。 これ 、 プルサ ーマ ル発 電、Ｍ ＯＸ 燃料を 使っ て発

電す る。 当然こ れ、 Ｍ ＯＸ燃 料の 使用 済核燃 料が 生み出 しま す、

必ず 出ま す。こ れの 処 理、市 とし ては どのよ うに される とい うふ

うに今のところ認識されていますか。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 Ｍ ＯＸ燃 料を 使用 後の処 理に ついて は、 直接

まだ 国及 び中国 電力 か ら伺っ てお りま せんの で、 詳細に は把 握し

ておりません。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 一 度、 説 明一切 受け てな いと言 って るけど 、１ 月１

５日 に自 治体向 け説 明 会で、 これ 市か らも出 てい て、そ れで 資源

エネ ルギ ー庁、 中国 電 力、一 応一 通り はプル サー マル発 電の こと

は説 明し ていま すよ ね 。そん な中 でま ずお聞 きし たいの は、 今普

通の 軽水 炉、普 通の 原 発で出 てき た使 用済核 燃料 は、六 ヶ所 村再

処理 工場 で再処 理す る ことに なっ てい ます。 まだ 稼働は でき てい

ませ ん。 それで でき て きた最 終的 な高 レベル 廃棄 物、こ れは 地層

処分 する ことに なっ て います 。こ れも 確定し てい ません 。と ころ

が、 ただ 、具体 的な 動 きは当 然あ りま す。ま ず、 事実と して お伺

いし たい のです が、 こ のプル サー マル 発電を 実施 した結 果の ＭＯ

Ｘ燃 料の 使用済 核燃 料 、これ は現 在、 稼働し よう として いる 六ヶ

所村 の再 処理施 設、 こ れで処 理は でき るもの です か、そ れと も、

これはできないものですか。



○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 将 来的な こと は分 かりま せん けれど も、 現時

点で 設置 の申請 が行 わ れてお りま すの は、ウ ラン の使用 済燃 料だ

けというふうに聞いております。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 こ れは 事 前に資 料提 供し ました し、 今日の 私の 質問

資料 の２ 枚目に これ は 明確に 書か れて います 。つ まり、 再処 理工

場、 これ は原子 力規 制 委員会 の許 可が 必要で す。 設置許 可、 設置

許可 は今 出てい ます 。 この設 置許 可の 審査に 当た って、 前提 とし

ては 、Ｍ ＯＸ燃 料の 処 理はし ない 、す ること にな ってい ない とい

う前 提で 審査を して 許 可が出 てい ると いうこ とで 、今の 六ヶ 所村

の再 処理 施設が たと え 動いた とし ても 、ＭＯ Ｘ燃 料はこ こで は処

理が でき ない、 それ は 確定し てい ます 。将来 的に という のは 、い

ろん な仮 定を重 ねれ ば 可能性 あり ます が、こ れは 現時点 では でき

ない です 。とい うこ と は、こ のＭ ＯＸ 燃料、 処理 のしよ うが ない

というふうに私は思います。

で 、私 が気に なっ た のは、 １月 １５ 日の資 源エ ネルギ ー庁 の説

明の 資料 の中で 、こ れ は私の 質問 資料 の３枚 目、 Ｐ３と 書い てあ

る。 これ は、１ 月１ ５ 日に資 源エ ネル ギー庁 が使 った説 明の 資料

の一 つで す。こ れを 、 よく核 燃料 サイ クルを 確立 、国は 核燃 料サ

イク ルを 確立し たい と いうふ うな こと で、こ の資 料３に もそ うい

った ぐる っと回 るサ イ クル図 を示 して います 。こ れを見 ると 、左

側に プル サーマ ルを 実 施、ぐ るっ と輪 っかが 右に 行って 六ヶ 所再

処理 工場 。これ 、こ の 図を見 ると 、プ ルサー マル 発電で でき た、

つま り使 用済Ｍ ＯＸ 核 燃料、 これ は六 ヶ所村 再処 理工場 で処 理を



して 、ま たぐる っと 回 る、そ うい うサ イクル 図と いうふ うに どう

見てもこの図は読めるのですが、そういうふうに読めますか。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 こ の図で ござ いま すけれ ども 、３年 前に も同

様の 質問 をいた だい て おった と思 いま す。そ のと きも答 弁さ せて

いた だい たんで すが 、 基本的 にこ この 図につ きま しては 、国 のほ

うが 作成 したも ので ご ざいま して 、ど のよう な目 的でど のよ うな

意図 を持 って作 った も のかと いう のは 分から ない ので、 明確 な答

弁と いう のはで きな い んです けれ ども 、少な くと も核燃 料を 使っ

たサイクル図であるという認識は持っております。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 い や、 国 がどう いう 意図 でとい うの を置い とい ても、

この 図は 明らか にプ ル サーマ ル発 電の 使用済 核燃 料がぐ るっ と回

って 六ヶ 所村再 処理 工 場で再 処理 をす るとい うふ うに、 これ 当然

読め ます よね。 意図 と かじゃ なく て、 この図 はそ ういう こと を表

して いる 図、そ れ以 外 にこれ は取 りよ うがな いと 思うん です が、

再度答弁願います。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 国 におき まし ては 、ＭＯ Ｘ燃 料の再 処理 とい

うの は技 術的に は可 能 という こと で言 ってお られ ます。 将来 的に

は当 然こ れ、こ うい っ た図の 中で 回し ていく こと にはな ると いう

意図 で作 られた ので は ないか と推 測は します けれ ども、 私ど もで

考えられますのは、そこまででございます。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 な かな か 言いづ らい のか もしれ ませ んが、 将来 的に



とい うと 何でも あり な ので、 これ は今 回、島 根２ 号機で プル サー

マル 発電 をする とい う 一環で 資源 エネ ルギー 庁が プルサ ーマ ルの

こと で国 の考え 方を 示 したも の。 ただ 、これ は今 のこと です 。そ

れで こう いった 図を 示 して、 いか にも 使用済 核燃 料、Ｍ ＯＸ 燃料、

これ が再 処理で 核燃 料 サイク ルに 乗っ かるよ とい うふう な図 を示

して 説明 するの は、 私 は不適 切だ と思 います 。最 初に言 いま した、

プル サー マル発 電の 是 非を議 論す ると きに、 少な くとも きち んと

した 事実 関係は 共有 し た上で いろ いろ 議論を すべ きだと 思い ます。

国は そう いうこ とを し ていな いの です 。私に 言わ せれば 、う そに

近い よう な、そ うい う 図を示 して 、だ からプ ルサ ーマル をや ろう、

そう いっ た説明 に私 は 見えて しま う。 こうい った 事実に 即さ ない

よう なこ とを前 提に プ ルサー マル 発電 の是非 を議 論する のは 、大

きな誤りになると私は思います。

こ のプ ルサー マル 発 電、最 大の 問題 は、Ｍ ＯＸ の使用 済核 燃、

全く 行き 場がな い、 こ れが現 状で す。 国はそ れを ごまか して 説明

をし てい るんで す。 そ ういっ た説 明、 多分こ れ以 降、中 国電 力と

か国 とか 、プル サー マ ル発電 につ いて 様々な 説明 がある と思 いま

すが 、そ ういっ た中 で 、きち んと 事実 に即し た説 明を求 める 、疑

問点 はち ゃんと 質問 を する、 そう いっ たこと が必 要にな ると 思い

ます 。こ れはこ れか ら のこと です が、 米子市 が、 多分中 国電 力は

第６ 条に 基づい て手 続 を進め なけ れば ならな いと 思いま すの で、

市と して は、中 国電 力 や国が きち っと 説明を する 。その 説明 の中

で分 から ない点 、こ の 資料３ のよ うに 明らか にお かしい と思 える

点、 これ に関し ては き っちり やり 取り をでき る、 そうい う場 を市

とし ては 設ける のが 最 低限の 市の 役割 だと思 いま すが、 いか がで



すか。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 こ の図が 誤っ てい るかど うか ってい うの は私

ども では 分かり ませ ん し、少 なく とも 私は誤 って いると いう 認識

はご ざい ません 。た だ 、土光 議員 言わ れます よう に、分 から ない

点は 聞い ていく 、こ れ は非常 に大 事な ことで ござ います ので 、引

き続 き中 国電力 とは 、 国も含 めて です けれど も、 綿密に 連携 を図

って いく 、いろ いろ 質 問等を して いく ことは 必要 だと思 いま す。

また 、住 民も含 めて だ と思い ます けれ ども、 そう いった 説明 の場

を設 ける のが市 の責 務 ではな いか とい うこと では ござい ます が、

まず は一 義的に は中 国 電力に おい てそ のよう な説 明等は して いく

べき だと 考えて おり ま すので 、現 時点 で私ど もが そうい うの を開

催するという考えはございません。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 一 つは 、 もちろ ん一 義的 には国 とか 中国電 力が 説明

すべ き。 そうい う場 を きちっ と設 ける 、そう いう 場を設 定す る、

それ は市 の役割 だと 思 います が、 それ はそう いう 、それ に関 して

はどう思われますか。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 場 所の設 定も 含め て、一 義的 には中 国電 力及

び国においてするべきであると考えております。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 随 分及 び 腰だな と思 いま すが。 それ から、 先ほ どこ

の図 が誤 ってい ると は 思わな いと 言い ました ね。 再度言 いま すよ。

プル サー マル発 電で 出 てきた 使用 済核 燃料、 ぐる っと回 って 六ヶ



所村 、矢 印行っ てま す よね。 これ 、何 で誤っ てい ると思 わな いん

ですか。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 こ ちらの ほう が、 ページ のタ イトル 、核 燃料

サイ クル の確立 に向 け た取組 とい うこ とで、 核燃 料サイ クル の確

立に 向け た取組 の図 と いうこ とで 理解 をして おり ます。 六ヶ 所村

の再 処理 工場も 、土 光 議員の 話で いき ますと 、ま だ完成 も何 もし

てな いん で回ら ない じ ゃない かと か、 そうい うこ とも出 てき ます

が、 これ は将来 的に は こうい う形 で回 ってい くん だよと いう 取組

の図であると理解をしておるところでございます。

○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 こ のプ ル サーマ ル発 電、 広く言 えば 、原子 力の 世界

に関 して は、こ の資 料 ３のよ うに 、事 実に即 さな いよう な、 そう

いっ た説 明、そ うい っ たこと が多 々行 われて いま す。そ うい った

こと を排 してか らや っ ていく べき だと 私は思 いま す。終 わり ます。

（拍手）

○岡田議長 お静かにお願いします。

以上で本日の日程は終了いたしました。

お 諮り いたし ます 。 本日は これ をも って散 会し 、明３ 日午 前１

０時 から 会議を 開き た いと思 いま す。 これに 御異 議あり ませ んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。

本日はこれをもって散会いたします。

午後２時２３分 散会


